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（６）川越市産業振興ビジョンの冊子印刷
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直接人件費 第１号

職種 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員

単価（円）

(1)現状及び課題の把握

既存の白書や資料、統計
データ等の整理・分析 人日

人日

人日

人日

人日

　 　 　 　 　

直接人件費合計

内 訳 書

項　　目 合計（円） 摘　　　　　　　　要

(2)産業振興方針・施策・事業
計画の検討・提案
(3)本市の発展方向の検討・提
案
(4)産業振興課との作業確認及
び打合せ
(5)会議への出席・会議資料の
作成等
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川越市産業振興ビジョン策定支援業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

 川越市産業振興ビジョン策定支援業務委託 

 

２ 業務目的 

 産業に関する基本的な考え方、目標及び取組みの方向性を定めた、現在の川越市産業振興ビジ

ョンは、令和７年度を目標年度として、令和４年８月に策定された。今年度が最終年度であるこ

とから、現在の川越市産業振興ビジョンの評価を行うとともに、本市の現状・課題を把握するた

めの白書や資料、統計データ等に基づくデータの分析・資料整理を行い、取組みの方向性を定め

た新たな川越市産業振興ビジョンを策定する。 

なお、新たな川越市産業振興ビジョンの計画期間は、第五次川越市総合計画前期基本計画の計

画期間と合わせるため、令和８年度から令和１２年度までの５カ年とする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 委託場所 

  川越市役所産業観光部産業振興課（埼玉県川越市元町１丁目３番地１） 

 

５ 支払方法 

  完了払い 

 

６ 提出書類 

  受注者は、契約締結後速やかに、次の書類を提出しなければならない。 

  ・委託業務実施計画書 

  ・管理技術者等通知書 

 

７ 業務内容 

 (1) 現状及び課題の把握 

    国や県、市等が作成し、公表している既存の白書や資料、統計データ等の整理・分析を行

い、社会・経済・産業環境の変化、本市の産業振興の現状及び課題等を整理する。また、県

内自治体及び県外の類似する自治体の状況をデータに基づき比較・分析する。 

(2) 産業振興方針・施策・事業計画の検討・提案 

    県内の経済・産業動向に精通し、これまでの本市の取組や実施状況も踏まえた上で、次期

計画期間中の方針や施策等についての検討を行い、本市の特性を前面に打ち出した効果的な

施策等を提案する。 



(3) 本市の発展方向の検討・提案 

    上記⑵に加え、本市を取り巻く環境を踏まえ、次期計画期間を超えた将来に向けての発展

の方向について検討を行い、提案する。 

(4) 産業振興課との作業確認及び打合せ 

    川越市産業振興ビジョン原案策定に向けたスケジュール管理として相互の作業状況を適宜、

確認し合い、必要に応じて打合せを行う。 

 (5) 会議への出席・会議資料の作成等 

    川越市産業振興審議会２回、検討委員会２回にそれぞれ出席するとともに、会議に必要な

資料作成などの運営支援を行う。また、会議録の作成を行う。 

 (6) 川越市産業振興ビジョンの冊子印刷 

 

８ 成果品 

 ・川越市産業振興ビジョン       １００部（Ａ４版、カラー、１００ページ程度） 

 ・上記電子データ 

 ・その他関連資料、データ等 

 

９ スケジュール 

  川越市産業振興ビジョン素案の作成    令和７年６月～９月頃 

  パブリックコメント実施         令和７年１２月頃 

  川越市産業振興ビジョン作成（印刷製本） 令和８年３月 

  【会議予定】 

   ・川越市産業振興審議会   ２回（８月下旬、１０月上旬） 

   ・検討委員会        ２回（８月上旬、９月下旬） 

 

１０ その他 

 (1) 受注者は、本業務の円滑な進捗及び成果品の品質向上を図るため、発注者と十分に打合せを

行うものとし、その結果については、受注者が打合せ記録簿を作成の上、発注者の承認を得な

ければならない。また、本業務履行中においても、随時、発注者に業務の進捗状況を報告する

ものとする。 

 (2) 本業務の実施にあたって必要となる資料等のうち、発注者が所有または入手可能な資料等に

ついては、発注者から貸与するものとし、受注者は本業務終了後、速やかに返却するものとす

る。 

   なお、受注者は貸与資料の受け渡し時には必ず借用書を提出し、万が一、事故のあった場合

には、受注者の責任において現状に復さなければならない。 

 (3) 受注者は、本業務及び関連する資料の内容を他に漏らし、若しくは本業務の目的以外に使用

してはならない。 

 (4) 個人情報については、個人情報の保護に関する法律の規定に従い、適切に取り扱うこと。 



 (5) 業務完了後、明らかに受注者の責による成果品の瑕疵が発見された場合は、発注者の指示に

より、受注者の負担において、これを是正するものとする。 

 (6) 本業務における成果品（履行過程において得られた記録等を含む。）の全ての権利は、発注

者に帰属する。また、受注者は発注者の許可なく使用、複製及び流用してはならない。 

 (7) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託

が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 

 (8) 本仕様書について定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本業務履行上必要な基本事項に

変更の必要が認められた場合は、発注者・受注者双方で協議の上決定するものとする。 

 

１１ 担当部署 

  川越市産業観光部 産業振興課 産業政策担当 

  所在地  〒３５０－８６０１ 川越市元町１丁目３番地１ 

  電 話  ０４９－２２４－５９３４ 

  ＦＡＸ  ０４９－２２４－８７１２ 

  メールアドレス sangyoshinko★city.kawagoe.lg.jp 

     ※迷惑メール対策として、@を★に置換しています。 

 


